
247

箕 面 公 園の 設 立
丸 山 宏

The Establishment of  Min() Park. 

      Hiroshi MARUYAMA

要 旨

名勝箕面山は明治6年,大 阪府の稟申により,一 度は公園地に指定されたが6年 末には許可が

取り消される。 同8年,内 務省の意向に従い,大 阪府は 「勝区」 に指定する。 その後,府 会で

23,28年 に再び箕面公園地設定の件が建議され,明 治31年1月,農 商務省から許可の指令があ

る。同年5月 に府告示第91号 により箕面公園が設置 される。その後,明 治43年,有 馬箕面電鉄

の開通により本格的な公園整備が大阪府 と電鉄会社両者によって行なわれる。また,明 治末から

大正にかけて 「郊外電車」の発展は,新 たなライフ ・スタイルとして 「郊外生活」を惹起 し,箕

面を含めかっての府下の名勝地を 「郊外公園」として一新 し,あ らたな価値を付与 したといえる。

1.は じ 屍)に

明治初期,大 阪府下に設けられた公園は,次 章で詳 しく述べるように,明 治6年,住 吉公園と

浜寺公園,そ れに四天王寺境内に設けられた天王寺公園(明 治34年 に廃止)の3っ と,同12年

の大浜公園(堺 公園)で ある。31年 開設される箕面公園もまた明治6年 に一度は公園となって

いた。 この5っ の公園を概観するといずれも 「郊外」 に偏在 していたといえる。 「郊外」 とは

「町ハヅレノ野邊。市街ヲ離 レタル地」(『大言海」)で あり,明 治初期において,今 日的な意味で

「郊外」が持っ価値観はまだない。

大阪の5公 園と明治6年 に設置された東京の5公 園,上 野,芝,浅 草,飛 鳥山,深 川の各公園

を比較するとその違いは歴然とする。東京の5公 園は明らかに 「人民輻棲 ノ地」nで ある。 それ

に対 し,大 阪の公園は 「古来 ノ勝区名人ノ旧跡」"で はあるが人家まば らな閑散 とした土地に

あったといえる。比較的市域に近い住吉公園でも 「明治の中葉まで,現 在の公園の地には未だ人

家もな く,唯 芦荻の繁茂 した低湿の土地翌 であった。

この大阪の公園がいわば 「人民輻較ノ地」"と して大衆的な賑わいを見せるのは郊外電車の開

設を侯たねばならなかった。

本報告では秋里擁鳥の 『摂津名所図会』にある名勝箕面山が,近 代になり 「郊外公園」として

積極的な価値観を見いだす過程を実証的に追ってみたい。

2.箕 面公園設定 の経緯

周知のように明治6年1月15日,公 園設置に関する太政官布告第16号 が出され,わ が国にお

ける公園の法制化が始まる。この布告にもとづき各府県は公園候補地を大蔵省に稟申する。大阪
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府の対応は早 く,同 年,大 蔵省へ 「府下住吉郡第二区住吉社,豊 島郡第一区箕面山及 ヒ東成郡第
一区天王寺ノ三所ヲ以来公園」:{)(傍点引用者,以 下同 じ)に したい旨上申 し,6年 中に許可され

る。ただ し,大 蔵省は境界を判然とするため実測図を提出するよう指令 している(正 確な時期は

不明であるが6年7月 から9月 中のこと,「 大阪府会史」 では天王寺,住 吉公園は7月 大蔵省へ

稟申,8月 許可 となっている4})。また,浜 寺公園は同年11月 稟申され,翌12月 旧堺県が裁可を

うけて設置する510

天王寺,住 吉,浜 寺の3公 園は明治6年 がその誕生年 になるが,箕 面公園については明治6年

はその誕生年とはならない(天 王寺公園 は当時四天王寺境内に設けられたもので明治34年7月

に廃止される。後年,内 国勧業博覧会場跡に設置された天王寺公園(M.42.10設 置)と は異な

るものである)。

箕面山は公園設定の許可直後,明 治6年 末にトラブルが起 こる。

大阪府は箕面公園設置にあたり,景 勝地の風致を損なわないように,龍 安寺が上地前に売却 し

た立木の補償費を官費で支払いたい旨大蔵省に稟申 した(箕 面山は近代以前,瀧 安寺(箕 面寺)

の領地であったが,明 治4年,社 寺上地令により境内地を除いて,山 林はすべて官有林 となっ

た)。 これに対 し大蔵省は 「右ハ事実言フ所二違ハスンハ辛未年上地スルノ際申出セスシテ何 ヲ

以テ今日マテ等閑二過」6)したのかと問いただし,ま た売買契約の確証を調査するよう大阪府に

指令 した。その後の経緯は明 らかではないが大阪府にとって不利な状況に陥ったことは間違いな

い。

翌7年8月,大 阪府は内務省に住吉,箕 面の公園にっいて上申する(M.6.10内 務省の設置

にともない公園 は該省の管轄となる)。

公園地ノ義ハ名境勝区ヲ撰 ミ永ク借楽ノ地二被相定候二付追々着手可申候得共即今何分其運二行届不申

漸次築造ノ筈二候間…τ1

と断った後,そ れぞれ住吉が22町3反8畝1歩,箕 面が龍安寺境内を除 く残り298町3反24歩

を公園地にしたいと上申 したが,9月28日 の指令で住吉公園は 「申立ノ通聞届候条四至ノ境界

紛乱無之様実測図面相添尚可申出」7)と許可されたが,箕 面公園は聞き入れられなかった。

箕面山ヲ以テ公園地 ト相定メ候儀ハ難聞届候条勝区Hソ名義ヲ以存置官事ノ用材有之節ハ伐取候積相心

得ヘシ9)

景勝地が上地前とはいえ伐採契約がなされ,ま た大阪府が等閑に付 していたことはその不許可

の理由となりえた。ただ,も うひとつ考えておかねばならないのは大阪府が要求 した箕面公園の

面積298町 歩余りである。公園行政が緒にっいたばかりの時期に広大すぎる面積であったのでは

ないか と思われる。 そこには用材として利用可能な森林があった。

大阪府は内務省の意向通 り翌明治8年2月3日,府 告示第38号 により箕面山を 「勝区」 に指

定 し,公 園地の名称を廃する。

箕面山ノ儀ハ是迄公園地二定置候処今般内務省ヨリ達ノ旨有之公園地ノ称ヲ廃シ勝区ノ名義ヲ以存シ置

候条狸二伐木等致間敷此旨可相心得事P

その後,し ばらく大阪府の箕面公園問題は頓挫するが,こ の間,明 治14年4月,農 商務省設
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置にともない箕面山の官林の所管が内務省か ら農務省に移 る。

箕面公園の問題が再燃するのは明治23年 の府議会においてであった。

この明治23年 という時期は21年4月 に市制町村制が,同23年5月 には府県制並びに郡制が

公布され,い わば地方 自治制度の近代化が始まる時期である。

天王寺,浜 寺,住 吉,大 浜の公園について も地方財政の中で明確な位置付けがなされる。

明治22年1月24日,3条 か らなる内務省令第1号 「各府県下公共財産管理方」11}が発令され,

これにより大阪府 は地方財政の中に公園を位置付 ける。

この内務省令に基づき大阪府は天王寺,浜 寺,住 吉の三公園を市郡連帯の,大 浜公園を堺市の

それぞれ特別経済 とし,公 園維持管理費は 「地方税 ヲ仰カス枯損木払代貸地料並 二公債証書利子

等ヲ以テ之ヲ支弁」且2)することを決議する(M.22.11.26大 阪府会)。

それまで天王寺,住 吉,浜 寺公園の維持管理は 「明治九年五月内務省ノ指揮二依 リ公園 ノ貸地

料枯損木代其他一切ノ収入ハ公園保存費 トシテ蓄積 シ府庁二於テ之 レカ管理 ヲ為 シ公園修理費及

ヒ取締人給料等二充用 シ来 レリ」13)と,公 園から生ずる収入によって賄われていた。 また,旧 堺

県の請願により明治12年7月 に設置された大浜公園(堺 公園)も 同様であった。14)実質的には

特別経済であったが正式に,こ の内務省令で公園は知事の管理下にある公共財産であることが明

確となった。いわばこういう状況のもとで箕面公園問題が府議会で取 り上げられる。

地元選出議員,金 丸鉄(任 期M.22.2-24.3)は 箕面公園の設置を明治23年11月15日 の

通常府会で建議する。

・・府下豊島郡平尾村箕面山ノ寺院現境内地二接続官林凡ソ五十町歩ヲ市郡聯帯ノ公園地トセラレン事ヲ

望ムモノニシテ我知事ヲ経,主 務大臣へ建議セントス同山ノ勝景ニシテ公園地 ト為スニ適当ナル事ハ日

本人ノ眼アル人々ハ勿論外国人マデモ皆賞賛スル所ナリ…15)

この建議に対 して 「一等官林 ヲ無代価ニテ公園地 ト為シ地方税 ノ経済二属セシメヨト云フハ法

律上如何アルベキカ」あるいは名称は官林であるが実質的には公園地 と同様でありわざわざ公園

にする必要があるのかなどの質疑 も出たが大半の議員はこの議案に賛成の立場であった。また,

公園地とする利点 にっいて金丸議員はその使用権にも言及 している。

・・一タビ市郡連帯ノ公園地 トナリ使用権ノ我二移ツルトキハ土地ヲ人民へ貸シワタス事モ得ベク現今寺

院ハアレトモ宿泊スル事ヲモ出来ズ公園地 ト為セバ是レ等モ都合ヨク成リ尚此他二利益ヲ得ル事少ナカ

ラズltil

「勝区」 ではなく 「公園地」 にする意味がまさにここにあるといえる。 この建議 は同日可決さ

れ明治23年12月18日 付で 「箕面山ヲ公園 トナサン事 ヲ望ム建議」 として府会議長大三輪長兵

衛より府知事宛てに提出された。以下はその抜粋である。

…其我都下ノ近郊二在ルヲ以テ夙二内外国入ノ遊覧賞覧スル所 トナリ今日未夕公園ノ名アルニアラスト

錐 トモ其実純然タルー大公園ノ観ヲ呈シ現二万人ノ借楽場トナレリ…目下之力官林二属スルヲ以テ今一

層人為ノ風致ヲ添へ遊客ノ便利ヲ謀ラントスルモ官林取締上自ラ成規ノ存スルアリ復タ之ヲ奈何共ナス

能ハス然ルニ明治六年一月十五日布告即チ三府ヲ始メ人民輻湊ノ地ニシテ古来ノ勝地名人ノ勝跡等是迄

群衆遊覧ノ場所ハ永ク万人借楽ノ地トシ公園ト定メラルヘシ云々ノ旨趣二拠レハ是等ノ勝区ヲシテ地方

ノ公園地タラシムヘキハ勿論ニシテ今日本会ノ此希望ヲ表スルハ敢テ不当ニアラサルヘシ…171



公園地域 は北が滝壺の上,外 国人遊歩規程標から,南 は龍安寺より大字平尾に接する民有地ま

で,東 西は山頂の尾根まで,お よそ20万 坪(66.7町),内 龍安寺境内が2,790坪,残 り19万7

千坪余 りが官林である。IN

翌明治24年9月4日,大 阪府 はこの建議をうけて箕面山を管轄 している大阪大林区署に箕面

山の官林図面の借用を依頼する。3日 後の9月7日,大 林区署は借用を許可する。大阪府は図面

の騰写をし同月24日 に原図を返却 した。19(図一1参 照)

大阪府は箕面山の公園地適否調査のため9月27日 から29日 まで宮林内への実地踏査の許口∫を

得,27日,「 第一課長参事官鈴木馬左也同課属浜生伊八郎第二課属小野駒五郎ノ三名実地検分 ノ

為メ同地へ出張豊島能勢郡長楠村多信郡書記香阪力立会官林看守人稲田與右衛門ノ案内ニテ実地

踏査」2°1し,28日帰庁,29日 復命 している。

明治24年11月9日,大 阪府は大林区署に箕面山官林にっいて次のように照会した。

・・本地ハ其後農商務省之御所管 卜相成候附テハ右等之勝区ハ如何之御取扱振二相成候哉貴省二於テモ尚

勝区トシテ存置セラレ其枯損木ヲ生セシトキハ更二植継キ相成候義二候哉又其御取扱振二附テハ成規或

ハ内規等ニテモ有之義二候哉…2i

大阪府 は大林区署の出方を伺 った。

大林区署は大阪府の照会に対 して直接 の担 当である浪華派出所に調査を命 じ,そ れに基づき

12月22日 に次のように回答 した。

・貴府(k阪 府 引用者注)ヨ リ御引継之節ハ全剖鴬級林ナルニモ不拘実地紅葉ノY所 ニシテ殊二1暴布
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リ建 議 」21が 知 事 宛 て に 出 さ れ

た。

翌 明 治29年1月13,14日 の

両 日,再 び箕 面LI」へ府 の 吏 員2

名が 出 張,実 地踏 査 を行 な った。

2ケ 月 後 の3月19日 大 阪 府

は大 林 区 署 に 「箕面 山官 林 公 園

二組 替 ノ件 」 を照 会 す る。

府 ド豊島郡箕 面村箕 面山官 林

ノ内別紙 図面 ノ部分 ハ楓林 ノ

勝区 ニ シテ爆 布 ヲ有 シ春 夏秋

三 季 二於 テ近府 県殊 二 当府 民

ノ杖 ヲ曳キ娯楽 ノ境 ト為 スモ

ノ甚 夕多 シ然 ル ニ右 ハ高 山街

道 ヲ爆布 二至 ルー路 ノ外林 内

{;入 ヲ禁 セ ラ レ散歩 二 不便 ヲ

感 ス ル不少 数年 来 当府 会 ハ右

高山 街道 ヲ'1'尾入 ロ ヨ リ爆 布

ノL部 外 国 人遊 歩規程 標 二至

ルノr右両 山嶺 ヲ限 リ公園設 置

ノ義 再応建 議 ノ次第 モ 育之 調

査候 処 大二 其必 要 ヲ認 メ今般

右 公園設 置 ノ義 其筋 へ 稟議 致

シ候…一
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ノ名 ヲ博 シ夏秋両期ハ衆人 ノ杖 ヲ曳キ摂津地方 二在テハ先 ツ勝地 トシテ保存 ヲ要 スヘ キー 部 ア リ之等ハ

当署 二於 テモ普通事業区 ヲ脱却 シ風致林 トシテロ∫成風韻 ヲ誘 ヒツ ・アル姿 ニシテ他ハ 普通 事 業林 トシテ

着 々経 営スル方針 二候…認

この 段 階 で,箕 面 公園 問 題 は 再 び進捗 しな か った。 再度 府 議 会 に登 場 す るの は明治28年 の通

常 府 会 で あ った。

地 元 議 員,森 秀 次(任 期M.28.2-32.6,32.9-36.3同 年 衆 議 院 議員 へ)が 箕 面 公 園 の経

過 を28年11月14日 の府 会 で質 問 した こ と に始 ま る。 府 の'「井 属 が大 林 区 署 との経 緯 を 説 明 し

た 後,森 議 員 は再 び箕 面 山 を 公 園 に す る建 議 の提 案 を お こ な う。

今 ロマデ ノ経過 ハ了 承セ リ就 テハ本員ハ更二建議 ヲナ シタシ近 来ハ箕面 山二遊 フモ ノ頗 ル多キ ヲ加へ摂

津鉄道(M.26.12尼 崎 ・池田間開業,阪 鶴鉄道 の前身一引用 者注)其 他道路 ノ開通 二依 リ前 キノ日曜

日 ノ如キハ四T人 内外 モ出デ殊 二避暑 時節 ノ如 キハ外国人 モ多 ク出掛 クルナ リ益 々公園 トナ スノ必 要 ヲ

感 セ リ…2弔

辱 地 ト為 ス ノ義 二付 府 会 ノ議 決 ヲ以 テ 再 ヒ府 会 議 長 北 田豊 三郎 ヨ
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続けて,大 林区署においても箕面公園開設に賛意を表わ し尽力 してもらいたい旨述べている。

付図には 「公園予定地凡百参拾町歩但龍安寺境内 ヲ除ク」25)とある。(図 一2参 照)

130町 歩とは前回建議のほぼ2倍 に当たる。

しかし,そ の後大阪府は大林区署に督促 もしたが照会に対する回答は得 られなかった。

翌30年9月24日 再度 「箕面公園設置ノ義二付大阪大林区署長内藤確介へ協議」26)し,よ うや

く同年12月 に大体の合意を得た。12月7日 の府会で吉原書記官はこう述べている。

・・昨日 て12月6日一引用者注)二 至リ同署長ヨリ公園二下付スルト云フ事ノ大体ニッイテハ同意ヲ表ス

然レトモ其区域二就テハ立会ノ上ニテ定ムベシトノ事ヲ回答シ来リ…27}

さらに吉原書記官は公園設置の主務省への稟請は急務である理由を次のように述べ,区 域設定

の測量費の支出等について府会に理解を求めている。

藏ニーッノ難事 ト云フハ

明年一月一日以後ハ山林

法ガ施行ニナル事ナリ同

法ガ施行ニナル ト同山ハ

保安林二組入 レラル・由

ニテ其 レニ成ル ト下付ヲ

受クル事ガ六ッカシクナ

ルナリ依 リテ時期頗ル切

迫シ居ル事ナルガ是非本

年内二結了ノ積 リニテ処

理ヲ致ス見込ミナリ…281

12月8月,「 第一課属箕

浦元第二課属堀重太ノ両人

同山へ出張大阪大林区署員

林務官補後藤房治営林主事

楠戸伊三郎 ト立会実地 ヲ査

定シ区域 ヲ協商ノ上面積ヲ

定」め14日 に再度大林区

署長に照会 し即日同意ヲ得

た。29)

同日付,つ ま り明治30

年12月14日 付で 「公園設

置ノ為メ官林下付ノ義二付

農商 務 内務 両 大 臣 へ 稟

請」勘 した。 ここにきてよ

うやく主務大臣への稟請と

なったわけである。

翌明治31年1月29日,
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「公園設置及官林組替ノ義聞届ノ指令」があった。Ygi

同年5月17日 に大阪府は箕面山官林256,153坪(85町 歩余 り)を 公園地として大林区署より

引き継 ぐ♂°〕

3日 後の5月20日,大 阪府告示第91号 により箕面公園が設置される3U。明治6年 公園設置上

申以来,四 半世紀を経たことになる。(図 一3参 照)

しか しながら,翌 明治32年4月17日 法律第99号,国 有土地森林原野下戻法の制定公布によ

り箕面公園地は旧所有者の龍安寺に帰することになる。

明治35年11月15日,行 政裁判所の判決により箕面公園は龍安寺 ノ所有となったazr。しか し,

下戻法の第5条 「第二条二依 リ下戻 ヲ受ケタルモノト錐公用又ハ社寺境内二供セラルルモノハ公

用又ハ社寺境内ヲ廃 シタル後ニアラサラバ権利 ヲ行使スルコトヲ得ス」331の規定のため所有権は

あるが公園が設定 されていたためその林野は公用 とみなされ,龍 安寺はその権利を行使すること

ができない状況に陥 った。

結局,公 園地を大阪府に売り渡すことになる。

大阪府 は明治39年12月1日,「 大阪府公園会計二関スル規程」を府会に提出 し,同 月19日 に

議決 される。 その第5条,附 則に 「箕面公園土地買収 ノ費用バー般会計 ヨリ之 ヲ補充ス」3Alとあ

る。なお,こ の規程により従来住吉,浜 寺公園と箕面公園は2つ の特別会計として分けられてい

たが,40年 度より1っ の特別会計に整理されることになった3:i)O

規程の第6条 にあるように明治40年 度から施行され,明 治40年10月,大 阪府は箕面公園地,

85町3反8畝13歩(256,153坪)を 買収,翌 月11月5日,所 有権移転登記を済ませ,同 月8日,

代金2万 円を龍安寺に支払った36}。これでようやく箕面公園は大阪府の所有となる。 また府は公

園敷地を不動産として持つことになる。

大正期に入ると大阪府は本多静六に 「大阪府公園ノ改良方針」37)を委嘱 し,浜 寺,住 吉公園と

ともに箕面公園にっいてもその意見を求めた(大 正2年 頃)。 箕面公園はその面積の割に地形が

急峻であり,そ の利用は限られると断 りなが らも 「順路ニョリ此等新道其他改良二関スル要点」

にっいて38項 目をあげて述べている。道路の改修,歩 道新設の注意事項,道 標,案 内板の設置

等。また,植 物名の表示についても 「通例 「トタン」板 ヲ長サ三寸五分幅二寸五分位二切 リコレ

ニ仮名 ト漢字 ト羅旬字 ヲ以テ其名 ヲ記入 シ…」謝 と事細かに指示 している。 さらに 「公園外二大

運動場 ヲ設備 シ花園 ヲモ設 クルコ ト但箕面電鉄会社 二交渉 シ会社 ノ事業 トセ シムルヲ宜 シト

ス」39)という提案 もしている。かれの意見がどれほど実行されたのかよくはわか らないが,大 阪

府が当時の造園の泰斗,本 多静六に公園の改良方針を依頼 したことはその熱意のほどが理解され

る。

また大正13年5月 には公園地に接続 している国有林地内に3,470間 におよぶ回遊道路が竣工

する。この回遊道路設置の経緯は明治44年 に遡 る。

明治44年12月5日,大 阪府会議長中谷徳恭は大阪府知事犬塚勝太郎に公園地拡張に関する意

見書を提出する。

・箕面公園二接続シテ箕面国有林参百六拾四町五反七畝歩アリ浜寺公園二接続シテ官有浜地五万七千八

百四拾壱坪アリ共二之ヲ無償ヲ以テ府二交付方ヲ稟請シ其全部ヲ公園地域二編入シ以テ適当ノ設備ヲ施

サンコトヲ望ムi〔}隻

これに対 して大林区署か ら 「公園二接続スル国有林ハ風致保護上林木撫育並林相整理二必要ナ
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ル伐採 ヲ施スニ止ムル等森林施業二制限 ヲ加へ又爆流ノ水源酒養二必要ナル区域ハ之ヲ禁伐林 ト

スル趣」IU)であるという回答があり,国 有林無償譲渡は聞き入れられなかった。大阪府 はその後

も執拗に国有林の公園地編入を希望する。

大阪府は大正11年2月9日 付で再び 「国有林 ヲ公園地域二編入二付稟請」 をする。327町6

歩を公園に編入し,そ の第一着手として 「登山廻遊道路」を設置 したいと述べた。公園拡張の理

由には近年,人 口の増加,工 業の発展のため市民は 「黄塵熱開ノ裏」にあり,箕 面公園は 「都市

二於ケル民衆 ノ肺脇 ヲ清純ニシ神気ヲ暢達 ナラシムル唯一ノ享楽地」4°〕であると。 さらに興味深

いのは 「郊外生活」について言及 しているところである。

近時民衆二於テモ公休日ニハ郊外二出テ或ハ団体的二遊楽ヲ試ミル者年々激増ヲ加へ殊二春秋ノ候郊外

電車及鉄道二依リ旅行スル者約千二百万人ヲ算スルニ至レリ…益々郊外公園ノ設備ヲ完成シ…I°i

しか しながら,7月31日 付,大 阪大林区署内の 「覚書」にはこう書かれていた。

大阪大林区署トシテハ箕面国有林ヲ公園地域二編入ハ認シ難キ旨ニテー件書類ハ其儘二保留セル由1°1

回答保留の状態が続いていたが,大 阪府は既に 「登山廻遊道路敷設工事費」が府会で議決され,

本年度において施行 しなければならない事情 もあり,11月30日 付で具体的な計画書を添付 し

「公園廻遊道路敷設二付国有林無償使用ノ件」4°〕を大林区署に嘆願 している。 道路敷地は5町2

反9畝 歩であった。翌12年1月11日,大 阪大林区署で両者の協議が行なわれる。大阪府か ら大

屋霊城技師を含め3名,大 林区署か ら5名 が出席 した。道路敷地に伴い国有林内の管理,林 産物

の損害補償等の問題が取 り上げられたが,ま ず,直 接の担当である京都小林区署と連絡を取り,

道路敷地 に必要な実測を大阪府が行うことで双方了解 した。府は1月 下旬か ら1ケ 月かけて測量

を行なった。また一方で道路がその境界を通る隣接の萱野村 との協議,調 整 も行なっている。

あらためて,大 阪府は5月7日 「箕面公園廻遊道路新設二付国有林無償使用二関スル件」1°)を

京都小林区署に照会 した。 さらに11月1日 には6項 目の使用条件を大林区署に提出している。

「休憩所ノ周囲ニハ適当ナル棚 ヲ設 クルコト」等,大 阪府としてはかなり譲歩 したものであった。

ようや く,12月8日 大林区署より承諾の旨の通知があり,同 月20日 貸借契約がなされた。面

積は実測面積で1町2畝20歩,約5分 の1に 縮小された(道 路敷,6反6畝19歩,休 憩所,3

反6畝1歩)。 また貸借期間は15年,無 料 となった(T.12.12-27.11)4°)Q

公園拡張はならなかったものの廻遊道路の敷設は実現 した。このように大阪府は箕面公園に対

し積極的な整備を行なってきたといえる。その背景には 「大正九年末ノ調査二係ル工場数五千九

百二十従業職工人員十六万千百三十三 ヲ算 シ到ル処黒煙日ヲ蔽フノ状態ニシテ保健上寒心二堪ヘ

サルモノアリ…」ll//という都市環境の悪化があり,ま た人口圧に対する安全弁として 「郊外公

園」整備の志向があったと思われる。

3.箕 面公園 と箕面電鉄

箕面公園の本格的整備は箕面有馬電鉄の開設がその契機となる。もちろんそれ以前,箕 面公園

が設置されるまでにも道路の整備がなされたことはある。 地元平尾村民が明治19年,龍 安寺岩

本坊に達する400問 ほどの新道を普譜 したりしているm。

また,公 園設置後の明治36年 には 「池田町 ヨリ本村箕面公園二達スル呉服街道々路改修 ヲ起
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エ シ,之 レカ成功 ヲ達スルヲ得タリ」121。この改修は同年大阪市における第5回 国内勧業博覧会

開催に起因する。その後 も道路あるいは護岸の修繕などがなされている。

しか し,箕 面有馬電鉄敷設は今まで以上に公園整備に強いインパク トを与えたといえる。

大阪の梅田から西成,豊 能の両郡に入り,箕 面公園,池 田,宝 塚への路線が全線開業するのは

明治43年3月10日 であったが,そ れに対応する動きがすでに明治41年 には見 られる。

「箕面村事務報告書Jか らその状況を見てみたい。

箕面村は明治41年5月14日,府 に対 し 「近ク明治四十三年二開通 ノ計画 ト聞 ク箕面有馬電気

軌道停留所ノ予定地,大 字平尾小字柏 ノ木 ヨリ箕面公園ノ入ロタルー之橋二至ル箕面街道 ヲ,幅

員参間二改修ノ計画ヲ以テ,明 治四十二年度二於テ府税工事補助予算編入ノ具申」asiをし,府 か

らは補助金1,000円 を得ている。

42年 には上記箕面街道の改修にっいて 「昨年来交通機関ノ発展二伴 ヒ著シク土地其他 ノ価格

暴騰」抑 し,予 定の金額では不可能である状況を伝えている。43年 において も改修工事の一部を

施工 し残 りは次年度に継続することを事務報告は伝えている。箕面公園に至る道路が整備されて

いく状況が理解される。

箕面有馬電鉄は周知のように阪急電鉄の前身である。「日本鉄道史』にはこう書かれている。

箕面有馬電気鉄道ハ明治三十九年四月大阪市土居通夫外七名ノ発起二係リ大阪市ヨリ箕面,宝 塚,有 馬

ノ勝地二交通ノ便ヲ開キ併セテ猪名川附近ノ物産ヲ搬出セントスルノ目的ヲ以テ起 リ…橋〕

上記発起人はもと阪鶴鉄道の関係者たちで明治39年3月31日 に公布 された鉄道国有法により

阪鶴鉄道が買収 されたため,す でに阪鶴鉄道の支線として免許を得ていた大阪一池田間の路線を

生か して箕面一池田一宝塚一有馬間,宝 塚一西宮間

に箕面有馬電気鉄道(M.40.6有 馬電気軌道 と変

更)の 社名で計画したものである書61。

のち明治41年6月,小 林一三が発起人に加わ り,

以後かれの商才が遺憾な く発揮 される。(図一4参

照)

さて,明 治42年 の有馬電気軌道開業広告には箕

面公園が全面的に登場する。広告 にはこう書かれて

いるQ

汽車賃と人力者賃だけでも一円二三十銭つかつて箕

面公園に集る紅葉見の都人士が毎日一万人以上あり

ます,此 盛況を御覧になる諸君よ〃電車が開通して

五分毎に発車し僅に十五銭以内の賃銭で二十五分間

に一寸遊びにこられることとなりましたならば,ど

れほど沢山遊びに来る人が殖えませうか?「

明治43年3月10日,大 阪毎日は 「箕面電鉄の開

通」の見出しで開業の記事をこう記 している。
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箕面有馬電鉄 はいよいよ本 日より運転 を開始 することになっ たが電車 は南海鉄道 と同式の八十人乗 りで

至って乗心地がよ い…石橋迄引返 して箕面行 に乗 ると春風一験六七分間で箕面公園の入口(平 尾村)に

着 く,公 園一の橋 まで僅 に二丁余,今 は見 るべ きものなけれど紅葉 の頃 は左 こそ と思 は る…

さ らに,同 日の大 阪朝 日 は 「京 阪,箕 面電 鉄 紀 念 号 」 と題 して 特 集 を組 ん で い る。(京 阪 電 鉄

は同年4月15日 に大 阪 天満 橋 一 京 都 五 条 間 が開通 す る。)そ れ ぞ れ 「京 阪電 鉄 の線 路 伝 い」 「箕

面 電鉄 沿 線 の名 勝 」 と各 沿 線 の見 所 案 内 を 掲載 した。 箕 面 公 園 は こ う記 され て い る。

石橋 で分 れて東北 に向ふ電車 は,南 は千里山,北 は妙見山脈の間を走って公園の入 口に横付 けとなるこ

の停留所 は全線中 での呼 び物であ る,ラ ケ ッ ト形 の空地 に設備 と趣向が施 された ら一層見栄えがす るだ

ろ う…今 まで池田 の町外れか ら悼(人 力車一 引用者注)や ガ タ馬 車 で揺 られて行つ たのが梅田か らタッ

タニ十三分で来 られ るので春夏秋冬 それぞれの山の趣 は之 か ら朝飯前 に見 られる…

ま た,大 阪 朝 日 は箕 面 公 園 に新 聞 縦 覧所(「 緯雲 楼 」 と 「朝 日楼 」)を 設 けて い る こ とを 終 わ り

に宣 伝 して い る。

さ らに,明 治43年11月1日 に は箕 面 動 物 公 園 を 開園 す る(大 正5年3月31日 を も って 廃 園)。

ま た,「 翠 香 殿 」 とい う舞 楽 堂 もっ くって い る。 大 正 初 あ に は次 の よ うな 記載 が見 られ る。

本社(箕 面有馬電気軌道一引用者注)の 成立以後,特 に此 山の施設 に,十 二 分の注意 を払 ひ,資 金巨額

を投 じて大動物 園を設置 し,翠 香殿 と称す る檜皮葺 の,舞 楽堂をつ くり,園 内至 るところに,茶 騨 酒1津

を設 け,ベ ンチを備へっけ,花 火 イル ミネーシ ョンを装置 し,為 に,旧 観を一掃 して,洵 に,東 洋唯一

の公 園た る権威 を具 備す るに至れ り181。

当 時,大 阪市 近 辺 に は動 物 園 が な く,こ の施設 は好 評 を博 して い た。 一 枚 刷 案 内書 の 『日本 一

み のお動 物 園』 に は こ う書 か れて いた 。

梅 田よ り僅 に三十分,ラ イオ ン,象 其 他珍 らしき動物無数,四 季の草花絶 る間な く咲 き乱 れ園内 の眺望

よ き処 に無料休憩所 あり翠香殿 にて一 月十五 日土曜 日曜 に面 白き余興種々あ り191

翌44年10月 に は箕 面 動 物 園 に 山林 子 供 博 覧会 を開 き,「 日本 一 の動 物 園,雀 の宿 は御 隣 か,

か ちか ち 山 は この奥 か,登 ろ う登 ろ うお も しろ い(2番)」 とい うよ うな 「山林 こど も博 覧 会 唱

歌」5°)もつ く られ て い る。

箕面 有 馬 電 気 軌 道 は公 園 内 に積極 的 に施 設 を設 け行 楽 客 を誘 致 した わ け で あ るが,そ の行 楽 客

を相 手 に す る茶 店,旅 館 も増 え て い る。 電 気 軌 道 開 通 が 報 ぜ られ る以 前 は11軒 で あ った。 公 園

地 使用 許 可 を 受 け た年 は明 治34年 か ら38年 の 間 で あ る。 開 通 の 見 込 み が 報 ぜ られ た後 は30軒

が 使用 許 可 を受 け,う ち明 治41年 が14軒 と最 も多 い。 一 時 期 茶 店,旅 館 は40軒 ほ ど にふ くれ

あ が った こ とに な る5㌔

『箕面 有 馬電 鉄 沿 線 遊 覧案 内」(明 治43年7月 刊)に は い くつ か の 「旗 亭 」 が 見 え る。

…現時旗亭 と して は千秋館,対 泉閣,め ん茂 支店,琴 の家,羽 田楼,菊 水,紅 葉楼等 その尤な るものな

り,そ の他茶亭の如 きは,各 所 に床几 を陣 ねて遊人を遜ふ るあ り,清 遊 を十分 な らしむ るに於て些の不

便を感 ぜず52〕。
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昭年3年12月 刊の 『名勝案内全国著名旅館名録』には一方亭(旧 千秋館),吉 田屋,琴 乃家,

豊田屋,紅 葉楼,丸 屋,菊 水,山 水楼の名が上げられている5370

さきに 「イル ミネーションを装置 し」という記述があったが,箕 面有馬電気軌道は大正期に公

園内に電灯を付設する。すでに明治41年10月1日 に沿線各町村,会 社経営の住宅地に対する電

灯電力供給事業を出願 し,43年3月4日 には許可されていた。

大阪府は大正4年5月1日,箕 面有馬電気軌道との 「箕面公園電燈 ノ件」について契約書案を

起草 している54i。

箕面公園電燈建設二付箕面有馬電気軌道株式会社へ交渉ノ結果電球代ヲ除ク外総テノ設備費ハ会社二於

テ負担シ左記料金ヲ以テ点火スヘキ事二相定メ候…"'

電気料金は 「タングステン四百燭光」「一個一ケ月七円七銭」で200燭 光 は1ケ 月,3円61銭

であった。大阪府は5月 か ら11月 の7ケ 月間,400燭 光12個,200燭 光6個 を点灯 し,12月 か

ら3月 まではそれぞれ9個 と3個 に減ずる予定を立てている。電気代 はしめて1,388円55銭 に

ものぼる54)0

同月21日 付で府知事大久保利武 と取締役社長平賀敏 との間で契約がなされた。

箕面有馬電気鉄道は箕面公園への行楽客を運ぶだけでなく,核 となる諸施設を公園内に設け,

公園地自体は大阪府の管轄であったが,あ る意味で積極的な公園経営を行なったのではないかと

思われる。

4.結 びにかえて一郊外電車 と公園一

明治末か ら大正初期にかけて大阪にいわゆる郊外電車が順次,誕 生する(表 一1参 照)。 箕面

有馬電鉄 もそのひとっである。郊外電車発達の背景には商業都市大阪の急激な膨張がある。市内

に十分な住宅地が確保できず,必 然,郊 外に住宅を求めざるを得なかった。 これは大阪ではもと

表 一1大 阪 にお ける郊外電 車 と沿線 の公園,及 び遊 園地

開業年 公園(開 設年)遊 園地(同)備 考

南 海 鉄 道M.31.1浜 寺公 園(M.6)淡 輪遊園(M44)

住吉公 園(M.6)長 野遊園(M.41)

大浜公 園(M.12)

阪 神 電 鉄M.38.4香 櫨園(M40)

箕面有馬電鉄M.43.3箕 面公 園(M.31)

阪堺電気軌道M.44.12浜 寺公園(M.6)T.4南 海鉄道 に合併

住吉公園(M.6)

大浜公園(M.12)

京 阪 電 鉄M.43.4香 里 園(M.43)M.44香 里園廃止

枚方遊 園地(T.1)

大 阪電気 軌道T.3.4奈 良公園(M.ユ3)玉 手 山遊園 地(M.41)

あや め池遊 園地(T.15)

(各電鉄会社社史 よ り作成)
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もと 「一人に対する住宅面積が極めて狭い関係から,早 くより郊外に住宅を構えて,市 内に於て

商業取引を為すと云ふ習慣が発達」651していたこともある。 しか し,後 に述べるように当初か ら

郊外にある住宅と市内を連絡する目的で郊外電車が開設されたわけではない。実際,住 宅地開発

は郊外電車敷設後になされた各電鉄会社の乗客獲得戦術のひとっであったfifi)。

箕面電鉄は会社創設後(M.39.1創 設),早 くも明治42年3月 には池田に27,000坪 の土地を

購入している。当時のパ ンフレットにはこう書かれている。

美しき水の都は昔の夢と消えて,空 暗き煙の都に住む不幸なる我が大阪市民諸君よ!… 郊外生活に伴う

最初の条件は交通機関の便利なるにありとす。 箕面有馬電車は風光明媚なる沿線に郊外生活に最も適当

なる三十万坪の土地を所有し,自 由に諸君の選択に委せんとす…。曲

ちなみに箕面公園付近 は61,920坪 の宅地が用意されていた。

「郊外住宅」 あるいは 「郊外生活」 というライフ・スタイルを喧伝することは電鉄会社の歌い

文句となる。

大阪において,郊 外電車敷設にはどのような要因が働いたのか。 大正15年8月 に開催された

第1回 鉄道夏期大学の講演で当時蒲田電鉄専務であった五島慶太はこう述べている。

…先づ市街電車等の広告を皆様御覧になりましても明かなる通り,大 阪へ参りますと云ふと総て人口を

外へ引張り出す所の広告が多いのであります。やれ浜寺海水浴とか,奈 良の鹿の角切りとか,奈 良の紅

葉とか,桜 とか,京 都の松茸狩とか,や れ宝塚とか,や れ箕面とか,… 近郊へ人々を引張り出す所の広

告が非常に多いのであります…粥

かれが上 に述べている行楽地はすべて郊外電車の沿線に位置 している。明治39年 の鉄道国有

法により幹線道路は国が独占的地位を占め,以 来,私 鉄は局地的な戦術を余儀なくされた。大阪

を起点とす る郊外電車各社がとった戦術のひとっには行楽,遊 覧による消費的性格の濃い経営で

あった。大阪か らの主要な行楽地に大阪府の4公 園それに奈良公園は含まれる。 しかも,箕 面有

馬電鉄の箕面公園,大 阪電気軌道の奈良公園はターミナルに位置している。とくに箕面公園はま

さにその目的地となっている。各公園は地方自治体で維持管理され,ま た,電 鉄会社からも援助

を受け,独 自の展開をする。

逆に公園側か ら見 ると第3章 で見てきたように,郊 外電車のインパ クトにより整備の条件が整

う。かっての名勝地 は一新され,「郊外生活」 に不可欠な要素のひとつとして 「郊外公園」 があ

らたな価値を付与 されることになる。

本稿作成 にあたり,親 切に利用の便をはかって頂いた大阪営林局,大 阪府公文書館,大 阪府庁

議会図書室に対 し厚 く御礼申 し上げる。 また,半 田m京 都大学名誉教授には資料の所在につい

て適切なア ドバイスをいただいた。さらに,京 都大学造園学研究室の中村一教授には拙稿に対 し

有益な助言をいただいた。ここに記 して御礼申 し上げたい。
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引 用 文 献 な ら び に 注

1)明 治6年1月15Bの 公園設置 に関す る太政官布告第16号 の布告文 「三府 ヲ始 人民輻榛 ノ地 ニ シテ古

来 ノ勝区名人 ノ旧跡等是迄群衆遊覧 ノ場所 …」

2)「 住吉区誌」S.28,70

3)国 立公文書館蔵 『大蔵省考課状 』租税寮明治六年七月 ヨリ九月 二至ル 第四十五号

4)『 大阪府会史」第一編,大 阪府内務部,明 治三十三年七月,116

5)『 大阪府誌』第五編,明 治三十六年,65

6)「 大蔵省考課状』租税寮明治六年十 月 ヨリ十二 月二至 ル 第四十九号

7)国 立公文書館蔵,「 例規類 纂』第二巻,明 治十七年七月

8)「 勝区」 とい う地 目は明治6年3月,太 政官布告第114号 と して出 された 「地 所名称区別」 にはない。

「官有地」 のなか に 「名所」 とい う地 目が あり,お そ らくこれに相 当 し,慣 用的 に使われて いたと思

われ る。 また,明 治7年11月 の 「改正地所名称区別 」 に もな く,「官有地第三種」 に 「名 区」 とい

う地 目が使われている。

9)7)に 同 じ

10)『 大阪府令集』二 自明治 七年 至同十二年,大 阪府,S.46.3,169,た だ し,2月4日 とあ るのは誤植 か,

原本 「布告及布達」(M.1.1-is.12)(大 阪府公文書館蔵)に は2月3日 とあ る。

11)第 一条 従来各府県下 二存在 スル公共 ノ財産 ニシテ府 県会区町村会 及水利土功会 ノ議定 二付 セサルモ

ノハ其管理方法 又ハ名義 ノ如何 二拘 ラス府県知事 二於 テ其管理者又 ハ関係者 ノ意見 ヲ聞 キ其 ノ所属

ヲ定 メ自今府県会若 クハ区町村会 ノ議定 ヲ経 テ府 県知事 若 クハ郡 区長戸長 二於 テ之 ヲ管理 スヘシ

第二条 前条 ノ財産 ニ シテ地方税 ハ区町村費 ト経済 ヲ異 ニ スルノ必要 アルモ ノハ議会 ノ決議 ニ ョ リ

別二経済 ヲ立 ツルコ トヲ得

第三条(略)

12)「 明治二十三年度大阪通常府会決議録(完)』,214

13)12)に 同 じ,212

14)12)に 同 じ,213

15)『 明治二十 四年度大阪通常府会議事録(天)』,118-119

16)15)に 同 じ,122-123

17)『 明治二十四年度大阪通常府会決議録(完)』,242-243

is)17)に 同 じ,244

19)大 阪営林局蔵,「 明治二十四年 各地方 往復』大阪大林区署

20)「大 阪府会史』第一編,121

21)大 阪営林局蔵,「 明治二十五年 分各地方 往復(第 二完)』 大阪大林区署

22)21)に 同 じ

23)『 明治二十九年度通常大 阪府会議事録(完)」,123

24)『 大阪府会史』第一編,122

25)大 阪営林局蔵,『 明治二 十九年 他官庁往復』大阪大林区署

26)『 大阪府会史』第一編,izz

27)『 明治三十一年度通 常大 阪府会議 事録(坤)』,225

28)27)に 同 じ,226

29)『 大阪府会史』第一編,122

30)29)に 同 じ,123

31)「 大阪府公報』明治三十一年 中,号 外他

32)「 大阪府会史』第二編,明 治 四十三年七 月,107

33)「 社寺境内地処分誌」大蔵 省管 財局,S.29.4,144

34)「 明治四十年度通常 府会速記録』第三号,7

35)『 大阪府会史』第二編,106

36)35)に 同 じ,107

37)本 多林学 博士 口述 『大阪府公園 ノ改良方針』(「大正二年四月四 日口述」 の記載があ り,大 正2年 頃の

刊行 と思われ る。)

38)37)に 同 じ,4-5

39)37)に 同 じ,10

40)大 阪府公文書 館蔵 『自明治四十二年至昭和十五年公園契約』大阪府

41)『 箕面市史』第三 巻,S.52.3,90

42)箕 面村事務報 告書 「明治三 十六年事務報告書」,「箕面市 行政史料集』三(S.58,3)所 収,16

43)同 上 「明治四十 一年 事務報告書」,58

44)同 上 「明治四十二年 事務報 告書」,69

45)『 日本鉄道史』下 篇,大 正10年8月,760



260

46)『 京阪神急行電鉄五十年史』S.34.6,1

47)「75年 の あゆみ 《写真編・』阪急電鉄株式 会社,S。57.10,5

48)伊 賀駒吉郎 「三都比較大阪研究』大正4年8月,918

49)大 阪府立中之島図書館蔵

50)47)に 同 じ,10

si)「 大 阪府史蹟名勝 天然記念物調査報告第二輯』 名勝箕面山(S.7.3)の 付図 「箕面山内茶店変遷図」

に よる。

52)『 箕面有馬電 鉄沿 線遊覧案 内」 明治四十三年七 月,55

53)『 名勝案内全国著名旅館 名録』帝国旅館調査所,S.3.12,46

54)大 阪府 公文書館 蔵,『 自明治四十二年至 昭和十五年公園契約」 大阪府

55)五 島慶 太 「都市 及近郊鉄道」,『鉄道大学講座』(S,1.12)所 収,294

56)す でにアメ リカでは電鉄会社が乗客獲得 のための手段 に公園,遊 園地 の設置を試 みている。 明治43

年刊 行 された 「電気鉄道経営論」(坪 井鹿次郎著)の 中で アメ リカの電鉄会社経営の 「公園及遊楽

地」 の実態 にっいて こう書か れている。
…鉄道会社 は自己の営業上の見地 より,自 ら公園又は遊 楽場 を設置 して純益 を上 ぐる者少 しとせ ず,
一九 〇二年合衆 国統計局 に報告 せ る諸'会社 中此等 の設 備を有せ る者 は,実 に二百八十九 の多 きに及
べ り。

しか し,続 けて 「其の多 くは収支相償 はざるもの あり。」 と必 ず しも成功 しているとは限 らないと

断 っている。 表一1に 電鉄会社経営 の遊園地 を載せてお いたが,日 本 において も同様であ る。 む し

ろ,歴 史性 もあ り社会 資本 と して地方 自治体が整備管理 す る公園 に コ ミッ トす ることが得策 であ っ

た。

57)『京阪神急行電鉄五十年史』,118

58)55)に 同 じ,295

                      SUMMARY 

 Mt.  Mina, a place of scenic beauty since remote ages, was designated to a public 

park in 1873, when the legislation of public parks started by the notification of the 
central government, in response to Osaka Prefecture's application. But its designa-

tion was recalled in a short time by the Department of Interior, which had jurisdic-

tion over public parks since November in 1873. Then Osaka Pref. redesignated Mt. 

 Mina as a scenic beauty zone, which was controlled by the Department of Interior. 

Osaka Pref. had not directly the right to use its zone. Since then, Osaka Pref. had 

been trying to secure its zone in order to use as a public park at the prefectural 

assembly in 1890 and 1895. After tough efforts Osaka Pref. could get in 1898 the 

order to permit the use of the national forest as a public park, from the Ministry of 

Agriculture and Commerce which controlled the national forests including Mt.  Mina. 

Based on the Decree no. 91 of Osaka Pref.  Mina park was set up in May in 1898. 

 In 1910  Mina—Arima Electric Railway was opened between Osaka and  Mina park. 
The full scale maintenance of  Mina park was started from the same year by Osaka 

Pref. and the railway company. Through 1900 s into  1920 s the suburban electric 

trains, including  Mina—Arima Electric Railway, had been expanding. By this ex-

pansion the suburban life began to gain in popularity as a new way of life. Here, 
we can find out that the worth of traditional scenic beauties were changing by deg-

rees. We may have to understand some of traditional scenic beauties which had 

been transfigured into suburban parks as a new worth in suburban life.


